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①エネルギー安全保障を巡る環境変化



我が国のエネルギーを巡る厳しい現状

エネルギー自給率

1970年度：15.3％ ⇒ 2010年度:20.2％ ⇒ 2024年度: 16.4%(速報値）

＊2023年度時点（15.3％）では、OECD加盟38カ国中2番目に低い

火力依存度（発電電力量に占める割合）

1970年度：72％  ⇒ 2010年度:65％  ⇒ 2024年度：68%

資源価格（LNG輸入価格：千円/㌧） ※電気料金に直結

 2010年度：49 ⇒ 2024年度： 95

化石燃料輸入（貿易収支）

2010年：約16兆円 ⇒ 2024年：約24兆円

＊高付加価値品で稼ぐ外貨（2024年で約28兆円）の大半を化石燃料の輸入で費消（約24兆円）
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出典：資源エネルギー庁「2023年度エネルギー需給実績（確報）」 、 IEA「World Energy Balances」 、貿易統計、通関統計

⚫ すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれる我が国のエネルギー構造は脆弱。エネルギー自給率
等、石油危機後に改善を続けてきたが、東日本大震災後に大きく悪化。現在でも、石油危機前の水準。

⚫ ロシアによるウクライナ侵略後、特に化石燃料を巡るリスクはさらに増大。この厳しい現状の中で、エネルギー安
定供給の確保を第一に据えて、第7次エネルギー基本計画を策定。

＊過去最高値は2022年9月の165

＊2023年度時点（69％）では、G７で最も高い水準
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ロシアによるウクライナ侵略に伴うエネルギー危機

（出典）「エネルギー白書2024」から抜粋

欧州（EU＋英国）のLNG輸入状況

米国からのLNG輸入量が増加
【輸入元】

LNG価格の推移

⚫ ロシアによるウクライナ侵略以降、世界的にLNGの需給ひっ迫・価格高騰が発生。

⚫ このような中、EUはLNGの輸入量を増加させている。特に、米国からEUへの輸入量が増加。

⚫ LNGのアジア価格（JKM）は2019年頃と比較すると 2022年は平均で約6倍の歴史的高値水準。
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NBP（英国の天然ガス価格指標）

HH(米国の天然ガス価格指標）

TTF（オランダの天然ガス価格指標）

ブレント原油 (右軸)

（ドル／MMBtu）

2019年 2020年 2021年

（ドル／バレル）

2022年 2023年 2024年 2025年



デンマーク海峡

トルコ海峡

スエズ運河

ホルムズ海峡

パブ・エル・マンデブ
海峡

喜望峰

マラッカ海峡

パナマ運河

イスラエル・パレスチナ
情勢の悪化

(2023年10月～)

紅海における
フーシ派による船舶攻撃

(2023年10月頃～)

イスラエル・イラン間の
軍事的緊張

(2024年4月頃～)

中東情勢の緊迫化 チョークポイント※比率の国際比較（2023年）

（出所）『エネルギー動向（2025年6月版）』を基に作成。

（※）チョークポイント比率は、チョークポイントを通過する各国の輸入原
油の数量を合計し、総輸入量に対する割合を計算したもの。一
般に、チョークポイント比率が低いほど、チョークポイント通過せずに
輸入できる原油が多いため、リスクが低い。
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中東情勢の緊迫化

⚫ イスラエル・パレスチナ情勢の悪化や、イスラエル・イラン間の軍事的緊張関係が上昇。

⚫ 原油の約9割以上を中東からの輸入に依存する我が国にとって、チョークポイントが集結する中東地域の情
勢悪化はエネルギー安全保障に直結し、我が国産業競争力に大きな影響。
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鉱物性燃料

食料品

（出所）財務省「貿易統計」より経済産業省にて作成

【貿易収支の推移】（兆円）

（年）

⚫ 自国産エネルギーが乏しく輸入に頼る我が国は、高付加価値品で稼ぐ外貨を化石燃料輸入で費消。2024
年には、自動車、半導体製造装置などで稼いだ分（輸送用機器約20兆円＋一般機械約８兆円）の大
半を、鉱物性燃料（原油、ガスなど）の輸入（約24兆円）に充てる計算。

⚫ 更に、世界的な脱炭素の潮流により、化石燃料の上流投資は減少傾向。海外に鉱物性燃料の大半を頼る
経済構造は、需給タイト化による突然の価格上昇リスクや、特定国に供給を依存するリスクを内包。

貿易収支の変遷
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②DXやGXによる電力需要増大の可能性



出所：電力広域的運営推進機関「全国及び供給区域ごとの想定」より資源エネルギー庁作成

日本の需要電力量の見通し データセンターによる電力需要の増加

– As is：現時点の技術のまま、全く省エネ対策が進まない場合
– Modest：エネルギー効率の改善幅が小さい場合（2030年までと同等の改

善率で2050年まで進捗）
– Optimistic：エネルギー効率の改善幅が大きい場合

（JSTによる分析）

9,067億kWh
2022年度
電力需要量

（日本全体）

※ 現時点でのデータセンター・半導体工場の申込状況をもとに想定した結果、
2031年度を境に伸びが減少しているが、将来の新増設申込の動向により変わる可能性がある。

⚫ 人口減少や節電・省エネ等により家庭部門の電力需要は減少傾向だが、データセンターや半導体工場の新
増設等による産業部門の電力需要の大幅増加により、全体として電力需要は増加傾向となった。

⚫ 科学技術振興機構（JST）は、データセンターによる電力需要は省エネが進んでもなお増加と分析。

日本における電力需要の見通し
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WEO2025における世界の電力需要見通し

（注） STEPS：Stated Policies Scenario、公表政策シナリオ
（出典）IEA 「World Energy Outlook 2025」をもとに経産省作成。

STEPSにおける世界の電力需要見通し

産業

ヒートポンプ

その他建物部門

電気自動車

家電等・冷房

その他
水素製造

（内数）
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電力需要 2035年にかけての電力需要増加の内訳

データセンター

⚫ 2025年11月に公表されたIEA「World Energy Outlook 2025」において、世界の電力需要
は、STEPS（注）では2024年から2035年にかけて毎年約1,000TWh（年率約３％）増
加する見通し。電力需要増加の主要な要因として、家電製品や冷房による需要の増加、産業部
門の電化、EVの導入拡大等が挙げられている。



③脱炭素を巡る動向
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日本が進める「GX」の位置付けの再認識

排出削減

安定供給

経済成長

日本が強みを有する関連技
術等を活用し、経済成長・産
業競争力強化を実現

2050年カーボンニュー
トラル等の国際公約

• ロシアによるウクライナ侵略等の影響により、世界各国でエネ
ルギー価格を中心に  インフレが発生

• 化石燃料への過度な依存から脱却し、危機にも強いエネ
ルギー需給構造を構築

◼日本のGXは当初から「エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素」の３つの同時実現を追求。「GX推
進法」に基づき、予見可能・持続的な取り組みとして着実に実行。

◼来年取りまとめる「日本成長戦略」17戦略分野にも「資源・エネルギー安全保障・GX」を位置付け。
「エネルギー・GXの将来戦略が国力を左右する」という認識の下で取りまとめた“GX2040ビジョン”に
基づき、GX産業構造や成長指向型カーボンプライシング等に取り組む必要。

GX2040ビジョンで示す日本のGXの考え方 日本成長戦略本部（25年11月4日）での総理指示要旨

⚫ この日本成長戦略本部で、日本の供給構造を抜本的に強化して、「強
い経済」を実現するための成長戦略を強力に推進していく。

⚫ 成長戦略の肝は、「危機管理投資」。リスクや社会課題に対して、先手を
打って供給力を抜本的に強化するために、官民連携の戦略的投資を促
進する。世界共通の課題解決に資する製品、サービス及びインフラを提
供することにより、更なる我が国経済の成長を目指す。

（中略）

⚫ 各戦略分野の供給力強化策として、複数年度にわたる予算措置のコミッ
トメントなど、投資の予見可能性向上につながる措置の検討を求める。研
究開発、事業化、事業拡大、販路開拓、海外展開といった事業フェーズ
を念頭に、防衛調達など官公庁による調達や規制改革など新たな需要
の創出や拡大策の取入れを求める。

⚫ これらの措置を通じて実現される、投資内容やその時期、目標額などを含
めた「官民投資ロードマップ」の策定を求める。その中で、成長率など国富
拡大に与えるインパクトについても定量的な見込みを示すこと。

（略）

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６



（出所）令和７年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業におけるボストンコンサルティ
ンググループ委託調査（IEA World Energy Outlook 2025に基づき作成）
https://iea.blob.core.windows.net/assets/1438d3a5-65ca-4a8a-9a41-
48b14f2ca7ea/WorldEnergyOutlook2025.pdf
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金融業界においても、グリーン・ファイ
ナンスと並ぶ重要性を持つものとして
トランジション・ファイナンスの議論が
深化

エネルギー政策が単線的脱炭素から
地域特性に応じた“マルチパス最適化
”へと深化。欧州でも一部競争力を重
視する方向。

◼ AI・データセンター等による世界的な電力需要増を背景に、「エネルギー・トランジション」だけではなく「エネルギー・
アディション（供給力拡張）」が世界的な課題、GXは後者のドライバーとしても不可欠に。

◼ IEAの直近のWorld Energy Outlookで“マルチパス”の重要性が明記。また、EUでは2035年以降の内燃機関
車の新車販売の原則禁止を予定していたところ、今般、見直し案を公表。金融界やエネルギー地政学の有識者か
らも日本が追求してきたGXの重要性が指摘されはじめている。

金融業界のトランジションへの見解主な世界の動き 「トランジション」と「アディション」

国際資本市場協会（ICMA）総会における参加
者の発言（2025年6月）

ウクライナ危機で皆目覚めた。安全保障
とエネルギー供給への危機感が一気に
高まった。日本の現実的なトランジション
の考えは真っ当だ。

In a volatile world, energy 
security takes centre stage

Each country will have 
its own pathway, 
depending on their 
circumstances

IEA "World Energy Outlook 2025"

What has been unfolding is not 
so much an 'energy transition' 
as an 'energy addition.'

Daniel Yergin
エネルギー専門家Foreign Affairs (Feb 2025)

"The Troubled Energy Transition"

世界の成長にはエネルギーの“複線的
拡張”が不可欠であり、「脱炭素」に加
え「供給力確保と成長の両立」が当
面の現実的課題

GXをめぐる国際議論の深化

LMA「トランジション・ロー
ンガイド」 (2025/10)、

ICMA「クライメート・トラン
ジション・ボンド・ガイドライ
ン」(2025/11)の公表

（出所）令和７年度地球温暖化・資源循環対策等調査事業におけるボストンコン
サルティンググループ委託調査
https://www.foreignaffairs.com/united-states/troubled-energy-
transition-yergin-orszag-arya

（出所）省内担当者が総会の場で聞き取った内容をもとに作成
https://www.lsta.org/content/transition-loans-guide/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-
finance/2025-updates/Climate-Transition-Bond-Guidelines-CTBG-
November-2025.pdf

Commission takes  action 
for clean and competitive 
automotive sector

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６ 一部編集

https://iea.blob.core.windows.net/assets/1438d3a5-65ca-4a8a-9a41-48b14f2ca7ea/WorldEnergyOutlook2025.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/1438d3a5-65ca-4a8a-9a41-48b14f2ca7ea/WorldEnergyOutlook2025.pdf
https://www.foreignaffairs.com/united-states/troubled-energy-transition-yergin-orszag-arya
https://www.foreignaffairs.com/united-states/troubled-energy-transition-yergin-orszag-arya
https://www.lsta.org/content/transition-loans-guide/
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Climate-Transition-Bond-Guidelines-CTBG-November-2025.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Climate-Transition-Bond-Guidelines-CTBG-November-2025.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2025-updates/Climate-Transition-Bond-Guidelines-CTBG-November-2025.pdf


「GX2040ビジョン（2025年2月閣議決定）」の主な進捗
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主な進捗（2025.12現在）目指す姿と取組例(2025.2）

GX産業構造

⚫ 重点16分野への投資促進と需要創出の取組
⚫ GX機構によるスタートアップ支援の実施
⚫ 中堅・中小企業のGX（とくに省エネ）後押し

⚫ 新たなGX事業の創出
⚫ サプライチェーンの高度化
⚫ GX市場創造
⚫ 中堅・中小のGX 等

GXを加速させるための
個別分野の取組

⚫ 「分野別投資戦略」に沿って複数年の予算措置、
研究開発から設備投資まで官民連携の強化

⚫ サーキュラーエコノミーを支える制度の施行
⚫ エネ基に基づく各種施策の着実な実施

⚫ 分野別投資戦略、エネル
ギー基本計画等に基づい
たGXの取組

⚫ 資源有効利用促進法改
正案の提出 等

GX産業立地 ⚫ 「GX戦略地域制度」の創設⚫ 新たな産業用地の整備
⚫ 脱炭素電源の整備 等

現実的なトランジションの重要性
と世界の脱炭素化への貢献

⚫ AZEC首脳・閣僚会合開催
⚫ 新たなトランジションファイナンスガイドライン公表。

⚫ AZEC等をはじめとした
各国との協調         等

成長志向型
カーボンプライシング構想

⚫ 5月改正GX推進法成立、来年度からGX-ETS開
始（割当・取引は2027年度から）に向けて12月
に排出枠の割当方法等詳細設計とりまとめ。

⚫ 排出量取引制度の本格
稼働

⚫ 化石燃料賦課金の導入

公正な移行
⚫ GX分野のリスキリング支援等を引き続き実施。
⚫ 3月 GX企業の人材確保に関する事例集公表。

⚫ 移行に伴う雇用・人材へ
の配慮

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６ 一部編集
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東京電力福島第一原子力発電所事故後の歩み

⚫ 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から15年が経過するが、東京電力福島第一原
子力発電所事故の経験、反省と教訓を肝に銘じて取り組むことが、引き続きエネルギー政策の原点。

⚫ 足下、以下のようにオンサイト・オフサイトともに様々な取組を進めてきているところであるが、政府の最重要課
題である、福島の復興・再生に向けて最後まで取り組んでいくことは、引き続き政府の責務。

＜経緯・現状＞
⚫ 2023年8月 ALPS処理水の海洋放出開始（2025年12月22日に17回

目の放出を完了）。一部の国・地域で輸入規制措置導入。
⚫ 2025年6月 中国政府は、日本の一部地域（37道府県）の水産物の輸

入を回復する公告を発出。

＜方向性＞
①残された輸入規制の即時撤廃を働きかけ
②安全性の確保
③風評対策・なりわい継続支援

ALPS処理水の海洋放出

＜経緯・現状＞
⚫ 2024年11月、2025年４月の２回にわたり、2号機において燃料デブ

リの試験的取出しに成功。

⚫ 2025年7月に、3号機における大規模取出しに向けた準備工程を具体化。

＜方向性＞
中長期ロードマップに沿って、安全かつ着実に進めていく。

廃炉（デブリ取出し関連）
＜経緯・現状＞
⚫ 避難指示対象の住民は、約7,300人まで減少。

（自主避難者を含むデータでは最大約16万人が避難）

⚫ 2023年11月、復興拠点の避難指示解除は完了。

＜方向性＞
①2020年代をかけて、帰還意向のある住民全員の帰
還を実現。

②将来的に帰還困難区域全てを避難指示解除。

帰還困難区域の避難指示解除等

オンサイト オフサイト

＜経緯・現状＞

⚫ 2025年6月 今後5年間の取組の羅針盤として、
「福島イノベーション・コースト構想を基軸とし

た産業発展の青写真」を改定。
＜方向性＞
➀事業・なりわいの再建
②企業誘致等を通じた新産業の創出
③福島新エネ社会構想の推進
④交流人口・関係人口の拡大

なりわい再建、産業復興
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エネルギー政策の基本的視点

⚫ エネルギー政策の要諦である、S+3E（安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性）の原則は維持。

⚫ 安全性を大前提に、エネルギー安定供給を第一として、経済効率性の向上と環境への適合を図る。

17

詳細

• 2040年度にエネルギー自給率3～4割程
度を見込む。

• 2024年度16.4％(速報値)

• 国際的に遜色ない価格で供給することが重
要。

• 2022年度産業用電気料金 日本：
23.4円
米国：10.9円、英国：30.0円、
仏国：18.0円、ドイツ：26.8円

• 世界全体での1.5℃目標と整合的で、野
心的な削減目標を設定。

• 2030年度▲46％、2035年度▲60％、
2040年度▲73％ （2013年度比）を
目指す。

Energy security

Economic efficiency

Environment

エスプラススリーイー

総論
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強靱なエネルギー需給構造の実現

⚫ すぐに使える資源に乏しく、国土を山と深い海に囲まれるなどの日本の固有事情を踏まえ、再生可能エネル
ギーを最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を
目指していく。

⚫ エネルギー危機にも耐えうる強靭なエネルギー需給構造への転換を実現するべく、徹底した省エネルギー、製
造業の燃料転換などを進めるとともに、再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱
炭素効果の高い電源を最大限活用する。

18

日本の電源構成の推移

総論
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経済成長・国民生活には脱炭素電源が不可欠

⚫ 生成AIの登場により拡大が見込まれるデータセンター、半導体、素材産業などの基幹産業は、いずれも我が国の経
済成長、地方創生、国民生活に不可欠。

⚫ サプライチェーン全体の脱炭素化が求められる中、これらの国内投資には、安定的に供給される脱炭素電源の確保が
急務。脱炭素電源が不足すれば、必要な投資が行われず、雇用の確保や賃上げの実現は困難。

データセンター 鉄鋼半導体 モビリティ

生成AIにより、データセン
ターの電力需要が増加。
データセンターがないと、
デジタル収支も悪化。
（例：北海道、千葉）

石炭を活用した高炉から、
電炉による生産へ転換す
ることにより、電力需要が
増加。
（例：北九州、倉敷）

半導体製造に必要な電
力は膨大。今後、半導体
需要の増加に伴い、電力
も更に増加。
（例：熊本、北海道）

電動車の増加や、自動運
転の進展により、電力需
要が増加。

（例：永平寺、各地）

安定的に供給される脱炭素電源
に対するニーズの増加

総論
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ネットゼロ実現には省エネ・非化石転換（省CO2）を両輪で推進

（出所）IEA「Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector」を基に経産省作成

活動

行動変容と需要回避

エネルギー供給効率

建物効率

産業効率

交通効率

電気自動車

その他電化

水素

風力と太陽光

輸送用バイオ燃料

その他再エネ

その他電力

CCUS（産業用途）

CCUS（電力・エネルギー用途）

ネット排出削減

省エネ
/電化

非化石
転換

（Gt CO2）

NZEシナリオにおける2020年からの平均年間CO2削減量

（備考）「活動」とは、経済成長と人口増加によるエネルギーサービス需要の変化を指す。
「行動変容」とは、ユーザーの意思決定によるエネルギーサービス需要の変化、例えば、暖房温度の変化などを指す。
「需要回避」とは、デジタル化などの技術発展によるエネルギーサービス需要の変化を指す。

⚫ 資源の大宗を海外に依存し、国産資源に乏しい我が国では、徹底した省エネの重要性は不変。

⚫ その上で、2050年ネットゼロ実現に向けては、省エネに加え、非化石転換の割合も大きくなるため、省CO2
の観点を踏まえつつ、コスト最適な手段を用いて取組を強化していく必要がある。

省エネ
非化石転換



エネルギー多消費産業における電化や非化石転換

⚫ 抜本的な製造プロセス転換が必要となるエネルギー多消費産業について、官民一体で取組を進めることが我
が国の産業競争力の維持・向上に不可欠。

樹木 パルプ

黒液 黒液
ボイラー

紙

乾燥工程
で熱利用

黒液生成と利用のイメージ

化学

石炭火力等の燃料をLNGやア
ンモニア等へ切り替える「燃料転
換」と、ナフサ由来の原料からバ
イオエタノールや廃プラスチックへ
転換する「製造プロセス転換」 
等を進める。

鉄鋼

• 高炉からの電炉化、直接水
素還元、高炉での水素還元
といった技術オプションを複線
的に追求。

• 当面は高炉からの電炉化を
進めるとともに、水素還元製
鉄の研究開発を加速。

紙パルプ

石炭火力等の燃料を「黒液
（木材からパルプを製造する際
の副生物）」等へ切り替える
「燃料転換」を行いつつ、バイオ
エタノールやセルロース製品
（CNF等）製造などバイオリ
ファイナリー産業への転換も目
指す。

12m3  小規模試験高炉(水素還元)

石炭火力等の燃料を廃棄物や
バイオマス等へ切り替える「燃料
転換」と、原料由来のCO2を回
収し、多様なカルシウム源を用
いて炭酸塩化し再利用する技
術開発を進める。

セメント

21

アンモニア燃焼時のナフサ分解炉内の様子

（出所）出光興産HP

（出所）日本製鉄HP

水素還元製鉄実証 ナフサ分解炉のアンモニア燃焼実証 黒液の利用 CO2回収型セメント製造実証

実証試験設備の外観

CO2回収のイメージ

CO2

仮焼炉で回収

CO₂を
固定

セメント原料

セメント

メタネー
ション、
CCS等

炭酸カル
シウム

CaO

（出所）太平洋セメントHP

黒液の写真

（出所）日本製紙連合会

省エネ
非化石転換



（参考）中小企業のGX推進に向けた施策パッケージ

中小企業

16

3. GXに取り組みたいが、資金
が不足

中小機構による支援

・全国10カ所の地域本部に相談窓口設置
し、何をしたらよいかわからない企業に対する
助言やSBTやRE100の認証取得等の具
体的な内容に至るまで幅広い相談に対応。

・脱炭素に取り組む必要性や取組方につい
て学ぶ無料の動画を公開

１

1. GXのメリットや取組方法、
排出量等が分からない

2. 具体的な取組の進め方が分から
ない、計画が立てられない

大企業等による中小GX推進を支援

◆GXリーグ

・参画企業にサプライチェーンでの排出削減を求めつ
つ、あわせて中小GXを促進する取組も検討。

エネルギー消費量・排出量算定支援

◆省エネ診断
【令和６年度補正予算額：34億円】

・省エネの専門家が中小企業を訪問しアド
バイスを実施。新たな類型として、エネル
ギー使用状況の見える化、分析、省エネ
提案を行う「IT診断」を措置。

◆省エネ補助金（Ⅳ型：エネルギー需要最適化
型）【金額は⑥内の省エネ補助金の内数】

・エネルギー使用状況の見える化・最適化
を行うエネマネシステムの導入を支援。

2

設備投資等の支援

◆省エネ補助金 【国庫債務負担行為含め2,375億

円（令和６年度補正予算額：600億円）】

・省エネ設備への更新を企業の複数年の投資計
画に対応する形で支援。中小企業の大規模な省
エネ投資を後押しする新類型を創設。

◆ものづくり補助金／新事業進出補助金
【令和６年度補正予算額：3,400億円の内数／既存
基金を活用：1,500億円】

・GXに資する革新的な製品・サービスの開発や新
事業への挑戦を通じた中小企業の新市場・高付
加価値事業への進出を支援

6

相談窓口の設置
排出量等の算定

地域等での支援体制の強化
排出削減計画等の策定をサポート

資金面での支援強化

⚫ CN投資促進税制、日本政策金融公庫によ
るGX関連融資、低炭素リース信用保険制度
も継続

中小企業のGX推進に向けた施策パッケージ

地域支援機関等の取組を後押し

◆事業環境変化対応型支援事業
（うちGX支援体制構築実証事業）

【令和6年度補正予算額：112億円の内数】

・商工会議所を含む地域の支援機関や地域金
融機関等による中小企業のGXの取組をサポー
トする人材を育成するとともに、こうした支援機
関等のネットワーク体制の構築を後押し。

3

5

中小機構による支援

・専門家を派遣し、 GHG排出量の現状把握、現状
を踏まえた排出削減計画の策定などの伴走支援

4

22

省エネ
非化石転換



再エネの最大限導入

⚫ 政府は、再エネの主力電源化に向けて、FIT/FIP制度などを活用して再エネの最大限導入を実施。

⚫ 震災以降、再エネ（全体）を約2.0倍、風力を約2.5倍、太陽光は約20倍まで増加させた。

⚫ その結果、国土面積あたりの太陽光設備容量は主要国の中で最大級の水準に到達。

再エネの導入状況（日本） 国土面積あたりの太陽光設備容量（2023年）

（出典）外務省HP（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html）、IEA Renewables 2024、2024年度エネルギー需給実績（速報）、FIT認定量等より作成

（kW/㎢）

2011年度 2024年度 増加率

再エネ
（全体）

10.4％
(1,131億kWh)

23.0％
(2,286億kWh)

約2.0倍

太陽光
0.4％

(48億kWh)
9.9％

（981億kWh） 約20倍

風力 0.4％
(47億kWh)

1.2％
(117億kWh) 約2.5倍

水力
7.8％

（849億kWh）
7.4％

(735億kWh) ー

地熱
0.2％

(27億kWh)
0.4％

(39億kWh) ー

バイオ
マス

1.5％
(159億kWh)

4.2％
(414億kWh) 約2.6倍
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再生可能エネルギーの導入に向けた課題

⚫再生可能エネルギーについては、地域共生を前提に、国民負担の抑制を図りながら、主力電源化を徹底し、最
大限の導入拡大に取り組む。

⚫他方、再エネ導入にあたっては、我が国のポテンシャルを最大限活かすためにも、以下の課題を乗り越える必要
がある。

✓ 不十分な管理で放置されたパネルが散見。

✓ 2030年半ば以降に想定される使用済太陽光パ
ネル発生量ピークに計画的な対応が必要。

✓ 適切な廃棄のために必要な情報（例：含有物
質情報）の管理が不十分。

⇒ 適切な廃棄・リサイクルが実施される制度整備
が必要

⑤使用済太陽光パネルへの対応

✓ 気象等による再エネの出力変動時への対応が重要。

✓ 全国大での出力制御の発生。

✓ 再エネ導入余地の大きい地域（北海道、東北など）
と需要地が遠隔。

⇒ 地域間連系線の整備、蓄電池の導入などが必要

③出力変動への対応

✓ 傾斜地への設置など安全面での懸念増大。

✓ 住民説明不足等による地域トラブル発生。

⇒ 不適切なメガソーラーへの対策など地域との共生に
向けた事業規律強化が必要

①地域との共生

✓ 平地面積や風況などの地理的要件により新たな再エ
ネ適地が必要。

✓ 太陽光や風力を中心に、原材料や設備機器の大半
は海外に依存。

✓ 技術開発のみならず、コスト低減、大量生産実現に
向けたサプライチェーン構築、事業環境整備が課題

⇒ ペロブスカイトや浮体式洋上風力、次世代型地熱
などの社会実装加速化が必要

④イノベーションの加速とサプライチェーン構築

✓ FIT制度による20年間の固定価格買取によって国民
負担増大（2025年度3.98円/kWh）。

✓ 特にFIT制度開始直後の相対的に高い買取価格。

⇒ FIPや支援の重点化など、更なるコスト低減が必要

②国民負担の抑制

再エネ



【ペロブスカイト太陽電池イメージ】

出所：積水化学工業（株）

（出所）
（株）合同資源HP

（千葉県でヨウ素の原料のかん水をくみ上げ、製造している様子）

出所：（株）エネコートテクノロジーズ

出所：（株）カネカ

出所：（株）東芝

出所：（株）アイシン

【ヨウ素の国際シェア】

⚫ 2030年度のエネルギーミックス、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、地域との共生が図られた形で、
太陽光発電の導入拡大を進める必要。その際、建物の壁面や、耐荷重性の低い屋根など、これまで導入が
困難であった場所にも導入可能となる次世代型太陽光電池であるペロブスカイト太陽電池の活用が期待さ
れる。

⚫ 主な原材料のヨウ素は、日本は世界第２位の産出量（シェア30％）。原材料を含め強靭なサプライチェー
ン構築を通じエネルギーの安定供給にも資することが期待される。

次世代型太陽電池への期待
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①次世代風車技術開発

③洋上風力関連
電気システム技術開発

②浮体式基礎製造
・設置低コスト化技術開発

④洋上風力運転保守
高度化事業

要素技術開発［上限約680億円］
（フェーズ１,〈2021~30年度〉）

浮体式洋上風力発電実証［上限約1420億円］（フェーズ2, 〈2024~32年度〉）

⑤共通基盤技術開発
・浮体システム最適設計
・大水深対応設計、施工 等

＜グリーンイノベーション基金プロジェクト［上限約2,100億円］＞

26

秋田県南部沖

愛知県田原市・豊橋市沖丸紅洋上風力等
コンソーシアム
【計画概要】
風 車：12ＭＷ超×2基
浮体形式：セミサブ浮体

（JMU）
水 深：400m程度
2024～ 気象・海象等調査、

設計
2029～ 運転開始予定

シーテック等
コンソーシアム
【計画概要】
風 車：12ＭＷ超×1基
浮体形式：セミサブ浮体

（カナデビア）
水 深：100m程度
2024～ 気象・海象等調査、

設計
2029～ 運転開始

大水深(500m超級)実証
浮体、係留、アンカー、電気関連システム製造・施工、
O&M、耐久性検証、ガイドライン等の規格策定

過酷海域実証
高波高、急勾配、岩地盤等に対する設計・製造・施工・発電、O&M、
耐久性検証、ガイドライン等の規格策定

国内産業・技術基盤の充実（ＧＩ基金を活用した技術開発）

⚫ 浮体式洋上風力は、欧州を中心に実証プロジェクトが進展（10MW程度の風車で10機程度、水深300m以下）。世界
的にコスト低減・量産化が共通課題。

⚫ 我が国では、浮体式の早期社会実装に向けて、これら課題に対する技術確立を目指し、グリーンイノベーション
基金により、2021年度から浮体基礎や電気システムなどの要素技術開発を実施、2024年度からこれら成果を
活用し大型風車を用いた領海内における実証事業（秋田県南部沖、愛知県田原市・豊橋市沖）を実施。

⚫ 今後、浮体式洋上風力を我が国EEZやアジア太平洋へ展開するために、過酷海象（高い波高、急峻な海底勾

配等）における発電実証や、大水深においても係留索やケーブル等を低コストで施工するため技術実証に取り
組む。

再エネ
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56

東京電力HD㈱
福島第一原子力発電所

東北電力㈱
女川原子力発電所

中部電力㈱
浜岡原子力発電所

日本原子力発電㈱
東海・東海第二発電所

東京電力HD㈱
柏崎刈羽原子力発電所

中国電力㈱
島根原子力発電所

北陸電力㈱
志賀原子力発電所

日本原子力発電㈱
敦賀発電所

関西電力㈱
高浜発電所

関西電力㈱
美浜発電所

東北電力㈱
東通原子力発電所

東京電力HD㈱
東通原子力発電所

九州電力㈱
玄海原子力発電所

関西電力㈱
大飯発電所

東京電力HD㈱
福島第二原子力発電所

電源開発㈱
大間原子力発電所

138

139

1107878787846

17

54

110 110 110 110 110

34 50

56

46

(2014.6.10)

(2014.2.14)

四国電力㈱
伊方発電所

57

118 118

57

九州電力㈱
川内原子力発電所

(2015.8.14)(2015.10.21)

110110110110

北海道電力㈱
泊発電所

(2013.7.8)

83

(2024.11.15)

54

(2014.8.12)

36

(2015.6.16)

84

(2021.6.29)

(2018.5.11)(2018.3.16)

(2024.12.23)

(2018.6.19)(2018.3.25)

(2016.8.15)

(2014.12.16)

(2018.8.10)

(2018.9.26)

52

(2017.12.27)

87

(2023.9.20) (2017.5.22)(2016.２.1)(2023.8.2)

83

(2009.1.30)

(1998.3.31)

(2009.1.30)

(2015.4.27)

(2015.4.27)(2015.4.27)

(2015.4.27)

(2015.4.30)

(2018.3.1)

(2016.5.10)

(2018.3.1)

(2019.4.9)

(2018.12.21)

(2019.9.30)(2019.9.30)(2019.9.30)(2019.9.30)
(2018.5.23)
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(2012.4.19)(2012.4.19) (2014.1.31)(2012.4.19)(2012.4.19)(2014.1.31)

87

118

89

83

118

83

118

89

89

83

110

82 137

138

58 9158

110

110 114

(2013.7.8) (2025.7.30)

2015.11.5 設置変更許可申請

2024.11.13 上記申請を許可しないことを決定
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(許可日)

4基

設置変更許可

10基

未申請

2026年1月14日時点原子力発電所の現状

再稼働

(送電再開日)

14基
稼働中 13基、停止中 1基

24基

廃炉

(申請日)

8基

新規制基準

審査中

136 136

38

32

49

34 32

40405051

31 28

41 40

31

163436

40 35 32 31

36

停
止
中

38 32 20

47

30 23

20

35 29 28

19 （※枠が点線のものは建設中）

110

PWR BWR

出力(万kW)

年数
 29

炉型

(2017.12.27)

(電気事業法に基づく廃止日)

適合性審査を中断中

原子力



東京電力福島第一原子力発電所事故を教訓とした安全対策の例

地震・津波発生

制御棒を挿入

全電源喪失

原子炉を「止める」

炉心を「冷やす」

放射性物質を
「閉じ込める」

炉心が溶融

温度上昇で水素発生

建屋の水素爆発

地震・津波等の
想定が甘かった

津波・地震による
全ての電源喪失

水素爆発の発生や
放射性物質の拡散

●地震の想定を引き上げ
引き上げ幅 最大420ガル

（例）女川 580ガル→1000ガル
※東日本大震災時は567.5ガル

●津波の想定を引き上げ
太平洋側：10m程度の引き上げ
その他地域：2～4m程度の引き上げ

（例）女川13.6m→23.1m
海抜29mの防潮堤設置
※東日本大震災での津波は13m

●非常用電源を強化
（例）女川原子力発電所
電源車 0台→11台
ガスタービン発電機車 0台→2台
蓄電池 8時間分→24時間分

●発生した水素を除去する装置を導入

●放射性物質の大気中への放出を抑制する装
置（フィルタベント設備）を導入

（１F事故での教訓）

※燃料を覆うジルコニウム合金が高熱になると
炉内の水蒸気（水）を分解して水素が発生

海抜29ｍ

ガスタービン発電機電源車

原子炉への
注水機能の喪失

●注水冷却機能の多様化
（例）女川原子力発電所
淡水貯水槽の設置
高圧代替注水設備の設置
大容量送水車の配備 等

耐震補強

淡水貯水槽 大容量送水車高圧代替注水設備

防潮堤かさ上げ

フィルタベント設備静的触媒式水素再結合装置

水素、酸素

水蒸気

28

⚫ 事故の教訓を踏まえ、厳しい自然災害を想定し、大規模な防潮堤など、安全対策を実施。

⚫ 電源の喪失や水素爆発など、過酷な事態が生じることも想定し、多重の備えを実施。

原子力



既設炉の最大限活用と次世代革新炉の開発・設置

設備容量（万kW) 現在

2040年度末までに60年到達
（高浜①②、美浜③、東海第二 の合計値）

2050年度末までに60年到達
（＋川内①②、高浜③④、敦賀②、泊①、

柏崎刈羽①②⑤、浜岡③、島根② の合計値）

建設リードタイム

②

次世代革新炉の開発・設置

358万kW

【前提】
※１：年度途中で運転開始／廃止を迎えるプラントは按分してkWを算出。
※２：60年運転の認可済である原子炉は、8基（高浜1,2,3,4、美浜3、東海第二、川内1,2）として計上。
※３：建設中3基（大間、島根3、東電東通）は、運転開始時期未定のため、2030/4/1に設備容量に計上。
※４：なお、下図は、GX脱炭素電源法に基づく運転期間の取扱い（電気事業法：事業者から見て他律的な

要素によって停止していた期間に限り、「60年」の運転期間のカウント除外を認める）は勘案されていない。

2050年2040年

1406万kW

40年運転

60年運転（許可済）※2

稼働炉

60年運転（仮定）

29

既設炉の最大限活用

①

⚫ 2040年度エネルギーミックスにおける原子力の比率である２割程度の実現に向けては、安全性を大前提に
原子力発電所の再稼働を進めつつ、設備利用率の向上や、次世代革新炉の開発・設置など、様々な取組
を進めていく必要がある。

原子力



核燃料サイクルの確立に向けた取組

⚫ 核燃料サイクルは、①高レベル放射性廃棄物の減容化、②有害度低減、③資源の有効利用等の観点
から、一貫して国の基本的方針と位置付け。

⚫ 原子力発電を安定的に利用する上で、関係自治体や国際社会の理解を得つつ、引き続き、核燃料サイ
クルを推進することが重要。

うち4基でMOX燃料を使う

＝「プルサーマル」を実施

（出典）日本原燃株式会社

貯蔵容量の
約8割を使用

MOX燃料

MOX燃料工場

14基稼働済

地層処分施設
（最終処分地）

○使用済燃料対策の推進

⚫ 業界全体で貯蔵能力の拡大を推進

2030年頃に容量を約3万トンへ

⚫ 業界大の連携・協力を推進

○再処理工場・MOX燃料工場の竣工

⚫ 官民一体で進捗管理・人材確保

再処理工場：2026年度中

MOX燃料工場：2027年度中

（2020.  7 許可）
（2022.12  第1回設工認取得）

（2020.12 許可）
（2025. 3  第2回設工認取得）

中間貯蔵・
乾式貯蔵施設

○最終処分の実現

⚫ 北海道寿都町・神恵内村、佐賀県玄海町の
全国3地点で文献調査プロセスを実施中

⚫ できるだけ多くの地域で関心を持っていただける
よう、全国での対話活動に取り組む

六ヶ所再処理工場

高レベル放射性廃棄物
（ガラス固化体）

○ウラン燃料
サプライチェーンの確保

⚫ 経済安全保障推進法に基づき、
「特定重要物資」にウランを指定

⚫ 国内ウラン濃縮に対し支援を決定

原子力発電所

使用済燃料

（2018.  7 我が国におけるプルトニウム
 利用の基本的な考え方）

（2020.12 プルサーマル計画）
（2025.  2 プルトニウム利用計画）

（2024. 2 「特定重要物資」にウランを指定）
（2024.12 日本原燃の供給確保計画の認可）

30

(2024. 11  RFS 事業開始)
(2025.  2 使用済燃料対策推進計画 改訂）
(2025. 7 伊方 運用開始）

○プルトニウムバランスの確保
⚫ プルサーマル計画：2030年度までに少なくとも

12基でプルサーマルを実施
⚫ プルトニウムの回収と利用のバランスを管理
⚫ 使用済MOX燃料の再処理技術開発を加速

原子力



最終処分に関する経緯（高レベル放射性廃棄物）

2000年

2007年

2015年

2017年

2020年

2023年

2024年

「最終処分法」制定、NUMO 設立 → 全国公募開始（手挙げ方式）

高知県東洋町が応募/取り下げ

最終処分法に基づく「基本方針」改定

国が前面に立つ観点から、

• 科学的により適性の高いと考えられる地域を提示

• 理解状況等を踏まえた国から自治体への申入れ 等

「科学的特性マップ」公表 → 全国各地で説明会を実施中

北海道２自治体（寿都町、神恵内村）において「文献調査」開始

最終処分法に基づく「基本方針」改定 → 文献調査の実施地域拡大に向けた取組強化

佐賀県玄海町で「文献調査」開始

北海道２自治体の文献調査報告書案について法定プロセス（公告・縦覧、説明会など）開始

※Nuclear Waste Management Organization
（原子力発電環境整備機構）

※

すっつちょう かもえないむら

31

げんかいちょう

（参考）諸外国の処分地選定プロセス例：10件程度の関心地域が出て、そこから順次絞り込み

原子力
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火力の役割と脱炭素化の推進

九州の電力需給イメージ（2018年10月21日の例）

⚫ 火力は、温室効果ガスを排出するという課題もある一方、足下の供給の７割を満たす供給力、再エネ等によ
る出力変動等を補う調整力、系統の安定性を保つ慣性力・同期化力等として、重要な役割を担っている。

⚫ 足下の電力需給も予断を許さない中、火力全体で安定供給に必要な発電容量（kW）を維持・確保しつ
つ、 非効率な石炭火力を中心に発電量（kWh）を減らしていく。具体的には、トランジション手段としての
LNG火力の確保、水素・アンモニア、CCUS等を活用した火力の脱炭素化を進めるとともに、予備電源制度
等の措置について不断の検討を行う。

火力



＜次世代電力ネットワークの構築＞

⚫ 電力の安定供給確保と再生可能エネルギーの最大限の活用を実現しつつ、電力の将来需要を見据えタイムリ
ーな電力供給を可能とするため、地域間連系線、地内基幹系統等の増強を着実に進める。更に、蓄電池や
DR等による調整力の確保、系統・需給運用の高度化を進めることで、再生可能エネルギーの変動性への柔
軟性も確保する。

次世代エネルギーの確保/供給体制

化石資源の確保/供給体制

⚫ 水素等（アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む）は、幅広い分野での活用が期待される、カーボンニュー
トラル実現に向けた鍵となるエネルギーであり、各国でも技術開発支援にとどまらず、資源や適地の獲得に向け
て水素等の製造や設備投資への支援が起こり始めている。こうした中で我が国においても、技術開発により競
争力を磨くとともに、世界の市場拡大を見据えて先行的な企業の設備投資を促していく。また、バイオ燃料に
ついても導入を推進していく。

⚫ また、社会実装に向けては、2024年5月に成立した水素社会推進法等に基づき、「価格差に着目した支
援」等によりサプライチェーンの構築を強力に支援し、更なる国内外を含めた低炭素水素等の大規模な供給と
利用に向けては、規制・支援一体的な政策を講じ、コストの低減と利用の拡大を両輪で進めていく。

⚫ 化石燃料は、足下、我が国のエネルギー供給の大宗を担っている。安定供給を確保しつつ現実的なトランジ
ションを進めるべく、資源外交、国内外の資源開発、供給源の多角化、危機管理、サプライチェーンの維持・
強靭化等に取り組む。

⚫ 特に、現実的なトランジションの手段としてLNG火力を活用するため、官民一体で必要なLNGの長期契約を
確保する必要。技術革新が進まず、NDC実現が困難なケースも想定して、LNG必要量を想定。

⚫ また、災害の多い我が国では、可搬かつ貯蔵可能な石油製品やLPガスの安定調達と供給体制確保も「最
後の砦」として重要であり、SSによる供給ネットワークの維持・強化に取り組む。 33

脱炭素電源の拡大と系統整備



⚫ CCUSは、電化や水素等を活用した非化石転換では脱炭素化が困難な分野においても脱炭素を実現できる
ため、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に不可欠であり、CCS事業への投資を促す支援制
度の検討、コスト低減に向けた技術開発、貯留地開発等に取り組む。

⚫ CDRは、残余排出を相殺する手段として必要であり、環境整備、市場の創出、技術開発の加速に向けて取り組
んでいく。

重要鉱物の確保

エネルギーシステム改革

⚫ 銅やレアメタル等の重要鉱物は、国民生活および経済活動を支える重要な資源であり、DXやGXの進展や、
それに伴い見込まれる電力需要増加の対応にも不可欠である。他方で、鉱種ごとに様々な供給リスクが存在
しており、安定的な供給確保に向けて、備蓄の確保に加え、供給源の多角化等に取り組むとともに国産海洋鉱
物資源の開発にも取り組む。

⚫ システム改革は、安定供給の確保、料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を狙
いとして進めてきており、これまでの取組を検証しながら更なる取組を進める必要がある。

⚫ 特に、電力システム改革について、電力広域融通の仕組みの構築や小売自由化による価格の抑制、事業
機会の創出といった点で、一定の進捗があった一方、DXやGXの進展に伴い電力需要増加が見込まれる
中での供給力の確保や、燃料価格の急騰等による電気料金の高騰といった課題に直面している。

⚫ こうした事態に対応するべく、安定供給を大前提に、価格への影響を抑制しつつGX実現の鍵となる電力システ
ムの脱炭素化を進めるため、①脱炭素電源投資確保に向けた市場や事業環境、資金調達環境の整備、
②電源の効率的活用・大規模需要の立地を見据えた電力ネットワークの構築、③安定的な量・価格での
電力供給に向けた制度整備や規律の確保を進めていく。

＊CDR： Carbon Dioxide Removal（二酸化炭素除去）

34
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⚫ 世界各国で脱炭素化に向けた動きが加速する一方、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化などの
地政学リスクの高まりを受けてエネルギー安全保障の確保の重要性が高まっている。

⚫ こうした中で、化石資源に乏しい我が国としては、世界のエネルギー情勢等を注視しつつ、包括的資源外交を含
む二国間・多国間の様々な枠組みを活用した国際協力を通じて、エネルギー安全保障を、経済成長及び脱
炭素と同時実現する形で進めていく。

⚫ 特に、東南アジアは、我が国と同様、電力の大宗を火力に依存し、また経済に占める製造業の役割が大きく、
脱炭素化に向けて共通の課題を抱えている。こうした中で、AZECの枠組みを通じて、各国の事情に応じた多
様な道筋による現実的な形でアジアの脱炭素を進め、世界全体の脱炭素化に貢献していく。

＊AZEC：Asia Zero Emission Community(アジア・ゼロエミッション共同体)

国際協力と国際協調

⚫ エネルギーは、日々の生活に密接に関わるものであり、エネルギー政策について、国民一人一人が当事者意
識を持つことが何より重要となる。

⚫ 国民各層の理解促進や双方向のコミュニケーションを充実させていく必要があり、そのためにも政府による情
報開示や透明性を確保していく。特に、審議会等を通じた政策立案のプロセスについて、最大限オープンにし、
透明性を高めていく。

⚫ エネルギーに対する関心を醸成し、国民理解を深めるには、学校教育の現場でエネルギーに関する基礎的な
知識を学習する機会を設けることも重要。また、若者を含む幅広い層とのコミュニケーションを充実させていく。

国民各層とのコミュニケーション

35
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（参考）2040年度におけるエネルギー需給の見通し

2024年度
（速報値）

2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 16.4% 3～４割程度

発電電力量 9922億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 23.0％ 4～5割程度

太陽光 9.9％ 23～29％程度

風力 1.2％ 4～8％程度

水力 7.4％ 8～10%程度

地熱 0.4％ 1～2％程度

バイオマス 4.2％ 5～6％程度

原子力 9.4％ ２割程度

火力 6７.５％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 2.9億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

27.1％ 73％

⚫ 2040年度エネルギー需給の見通しは、諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削
減に至る場合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。 37

※2023年度実績
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38

（参考）エネルギー需給の見通し（イメージ）

出典：総合エネルギー統計（2024年度速報）、2040年度におけるエネルギー需給の見通しをもとに資源エネルギー庁作成

熱・燃料

（年度）

電力

再エネ 10.9%

原子力 0.9%

火力 88.3%

石炭

LNG

石油等

再エネ 23.0%

原子力 9.4%

火力 67.5%

再エネ
4～5割程度

原子力 2割程度

火力
3～4割程度

石炭

天然ガス・都市ガス

石油

その他

電力

省エネ・非化石転換

最終エネルギー消費量

3.6億kL

電力需要

0.99兆kWh

発電電力量

1.08兆kWh

電力需要

0.88兆kWh

発電電力量

0.99兆kWh

発電電力量

1.1～1.2兆kWh程度

電力需要

0.9～1.1兆kWh程度

最終エネルギー消費量

2.9億kL 最終エネルギー消費量

2.6～2.7億kL程度
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2022年度排出・吸収量実績
▲22.9%
10.8億トン

2030年度目標
▲46％

７.6億トン 2035年度目標
▲60％

5.7億トン
2040年度目標

▲73％
3.8億トン

2050年目標
排出・吸収量：０

（ネットゼロ）

※目標は全て2013年度比

39

⚫ 我が国は、2030年度目標と2050年ネットゼロを結ぶ直線的な経路を、弛まず着実に歩んでいく。

⚫ 次期NDCについては、1.5℃目標に整合的で野心的な目標として、2035年度、2040年度において、温
室効果ガスを2013年度からそれぞれ60％、73％削減することを目指す。

⚫ これにより、中長期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成長の同時実現に向け、GX投資を加速してい
く。

（参考）次期削減目標（NDC）
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（参考）経済産業省関係 令和８年度当初予算案の概要

※上記の金額については、四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。
※このほか、株式会社日本貿易保険（NEXI）に対して、交付国債を発行し、令和8年度に１兆 7,800億円を交付することにより財務基盤を強化し、
日米間の関税合意に基づく投資イニシアティブ（5,500 億ドル（約80兆円））の着実な履行を図る。
なお、この交付国債は、巨額の保険金支払いの必要性が生じ、民間金融機関からの適時の資金調達が困難であると考えられる場合に、初めて現金化が行われるものである。

【関連法案を提出予定（交付国債発行総額の上限3兆円を規定）】
※あわせて、令和7年度補正予算（約2.7兆円）を速やかに執行し、物価高から暮らしを守り、危機管理投資 と成長投資を前に進める。



（参考）経済産業省関係 令和８年度当初予算案の概要（目次）

※【当初 （ ）】は【 】内は令和 8 年度当初予算案額、（ ）は令和 7 年度当初予算額。 
各項目の合計金額は再掲含む。「関連補正」は令和 7 年度補正予算を表す。 
特許特、復興特の各事業の予算額は、各項目の額に含まない



◼ GXサプライチェーン構築支援事業

◼ 排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業

◼ 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

◼ ゼロエミッション船等の建造促進事業

◼ 持続可能な航空燃料（SAF）の製造・供給体制構築支援事業

◼ その他GX関連投資

※金額は事業費総額ベース。SAFについては総事業費非公開のため交付決定済み金額を記載。
※予算事業のうち、一定額以上の案件を中心に掲載。
※マッピングは都道府県単位であり、市町村以下の場所は反映せず。
※GX経済移行債を活用していない事業も一部含む。

水電解装置（電極）
デノラ・ペルメレック
81億円

水電解装置
（CCM/MEA）
SCREEN HD
30億円

水電解装置
カナデビア
83億円

水電解装置
旭化成
350億円

燃料電池
トヨタ自動車
347億円

ペロブスカイト太陽電池
積水化学工業
3,145億円

水電解装置
燃料電池
ペロブスカイト太陽電池
浮体式等洋上風力

浮体式等洋上風力（ナセル）
東芝ESS
68億円

浮体式等洋上風力
（係留索）
ナロック
17億円

浮体式等洋上風力
（浮体基礎）

日鉄エンジニアリング
128億円

浮体式等洋上風力（タワー）
駒井ハルテック
30億円

電炉転換
燃料転換

電炉転換
JFEスチール
3,294億円

燃料転換
日本製紙
555億円

水電解装置
トヨタ自動車
58億円

ゼロエミ船
今治造船

185億円

SAF
太陽石油

6億円

省エネ

ゼロエミ船

全国で動き出すGX投資

SAF
ENEOS
11億

ゼロエミ船

ジャパンエンジン
199億円

SAF

その他

水電解装置
（電解質膜）
東レ
560億円

SAF
出光興産

6億円

データセンター（その他）
NTTデータ
非公表

ゼロエミ船
旭洋造船株式会社
72億円

SAF
コスモ石油
16億円

ゼロエミ船
大島造船所
195億円

浮体式等洋上風力
（浮体基礎）

大島造船所
133億円

半導体
富士電機
非公開

省エネ
日東製陶所
14億円

省エネ
甲陽ケミカル
0.2億円

電炉転換
日本製鉄
8,687億円

データセンタ－（その
他）
さくらインターネット
非公表

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６



「日本成長戦略」の柱としてのGX

「エネルギー安定供給強化」に向けたGX投資

① 次世代国産エネルギー開発（ペロブスカイト、次世代型地熱、フュージョンエネルギー等）の抜本強化

③ 次世代火力発電等の推進（水素/アンモニア混焼等） 等

「GX産業クラスター」の創出に向けた投資
① 産業資源であるコンビナート等の再生・新産業拠点

② データセンター集積地の効率的な形成

③ 脱炭素電源を活用した新たな産業立地

未来につながる「GX成長投資」
① 世界に勝てる新たなGX産業創出（自動車、蓄電池、 AI・半導体、GX素材産業等）

② 中小企業等の省エネ投資

③ くらしのGX化（断熱窓、GX志向型住宅等）

「３つの投資」 と 内外一体の産業戦略の推進

◼ 国際情勢等も踏まえ、我が国は、 「エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素」の３つを同時追求する
GXをぶれずに進め、その中でこれまで以上に「エネルギー安定供給」と「経済成長」を重視し、「国産エネ
ルギー」を強化するための「危機管理投資」と「成長投資」を集中実施。

AZEC等の枠組みも活用したグローバル市場形成

日本成長戦略
「危機管理投資」・「成長投資」による

強い経済の実現

地域未来戦略
地域ごとの産業クラスターの

戦略的形成

② 系統増強や水力・原子力等の脱炭素電源への支援

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６



◆ 鉄鋼業界は、自らの排出削減活動について「削減実績量」の概念を積極的に活用
 しつつ、業界統一的なCFPを含むGX価値に関する複数のガイドラインを策定。

◆ 国内ガイドラインの考え方が国際的なガイドライン等に反映されるよう働きかけ。（出典）国立研究開発法人国立環境研究所「日本の
温室効果ガス排出量データ」（2022年度確報値）

◼ 鉄鋼業界は、政府からの支援も踏まえ、高炉から革新的な電炉への転換に向けた大規模な投資、水素活用
に向けた技術開発、業界統一的なGX価値に係るガイドラインの策定等、GX推進に向けた取組が先行。

◼ 一方、需要家によるGX価値の理解やグリーン鉄の市場形成は不十分。政府が積極的な公共調達を進めるこ
とで初期需要を創出するとともに、民間の需要創出につなげつつ、国際的なGX価値の訴求と市場拡大を図る。

鉄鋼分野のCO2排出量 鉄鋼分野の取組概要

◆ 需要家によるGX価値への理解・評価、グリーン
鉄の市場形成が課題。

◆ 政府が積極的な公共調達を進めることで初期
需要を創出し、民間の市場拡大につなげつつ、
国際的なGX価値の訴求と市場拡大を図る。

✓ 公共工事におけるグリーン鉄の試行工事の実施・
順次拡大と2030年度以降の本格活用

✓ その流通市場・GX価値・CFP算定等の調査
✓ グリーン購入法の更なる活用 等

（需要側）需要創出

鉄鋼業界は、我が国
産業部門のCO2排出
量のうち最大

◆ 鉄鋼業界として、高炉から、革新的
な電炉への転換に向け、大規模な
投資を実施。

◆ あわせて、製鉄
プロセスにおける
水素の活用に
向けた技術開
発を実施。

（供給側）
製造プロセス・エネルギー転換

12m3小規模試験高炉（水素還元）
（出典）経産省「グリーン鉄研究会」

（出典）鉄鋼連盟「GXスチールガイドライン」

標準化・国際戦略

供給サイドから需要創出のステージへ
令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６ 一部編集



GXの国際展開

◼アジアのエネルギートランジションに向け、日本企業が強みを有する技術・サービスを、AZECの枠組みも活用して
海外に展開。そのため、①脱炭素に向けた取組を促進する政策協調と、②個別プロジェクトの組成を両輪で進
める。

◼すでにファイナンス等の政策協調や個別の実証プロジェクト等で実績も出始めており、アジアの現実的な移行を
ともに進めることを通して、日本製品等の海外市場確保にもつなげる好循環を目指す。

政策協調

日本の高品質な脱炭素技術が市場で評価され、そこ
に投資・資金が流入することを促す。

• 温室効果ガスの算定・報告の促進

• トランジション・ファイナンスの推進

→アジア開発銀行（ADB）等の国際機関と連携（※1）

• 質の高い炭素クレジット取引の促進

  →二国間クレジット制度（JCM）の実施拡大（大規模JCMプロジェ

クトの組成等）

日本の脱炭素技術（省エネ、バイオ、SMRなど）
を生かしたプロジェクト組成を促す。

• グローバルサウス補助金等を活用した支援（※2）

• 二国間対話での議論と課題解決の促進

• AZEC首脳会合・閣僚会合でのプレイアップ

※これまで延べ540件以上のプロジェクトを組成。電力分野以外
（バイオ燃料や産業脱炭素化等）にも拡大。

燃料アンモニアによるガスタービン発電商用実証(IHI) 
＠マレーシア

グローバルサウス補助金を活用したプロジェクト例 ※２

（出所）JETRO、経済産業省 HP

◆ アンモニア製造工場内にアンモニア専焼
ガスタービンを設置し、商用運転中の設
備の電源として世界初の利用を2026年
度上期に目指す。

国際機関との連携例 ※１

経産省／アジア開発銀行(ADB)／東アジア・アセアン
経済研究センター(ERIA)の共同レポート

◆ トランジション・ファイナンスの重要性に関するレポー
トを発出。CCGT(コンバインドサイクル・ガスタービ
ン)、アンモニア・水素の混焼やCCUSの活用等、
いわゆるグリーンファイナンスだけでは措置されない脱
炭素化の取組について、必要性を強調。

個別プロジェクトの組成

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６



「GX戦略地域制度」 の創設

◼ 産業資源であるコンビナート跡地等や地域に偏在する脱炭素電源等を核に、「新たな産業クラスター」の創出を
目指す「GX戦略地域制度」を創設する。

◼ ①～③類型では、自治体及び企業が計画を策定し、参画した上で、国が地域を選定し、支援と規制・制度改革
（国家戦略特区制度とも連携）を一体的に措置する。④類型では、脱炭素電源を活用する事業者支援を行う。

コンビナート跡地等を有効活用し、産業ク
ラスターを形成

①コンビナート等再生型

電力・通信インフラ整備の効率性を踏まえ
たDC集積及びそれを核とした産業クラス
ターを形成

②データセンター集積型 ③脱炭素電源活用型
（GX産業団地）

「GX戦略地域制度」の類型

④脱炭素電源地域貢献型
（脱炭素電源を活用し、当該電源の立地地域に貢献する事業者の設備投資を後押し）

脱炭素電源を活用した団地を整備し、当
該電源を核とした産業クラスターを形成

地域選定のスケジュール
12月23日
公募開始

公募／一次審査※

春頃
有望地域決定

計画の洗練／最終審査※

夏頃
最終決定

※外部有識者による審査委員会において審査

支援を実施

令和7年12月25日 基本政策分科会
（第70回会合）資料６



① 再生資源の利用義務化
• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製

品の製造事業者等に対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期
報告を義務付け。

• ＧＸ推進機構は、当該計画の作成に関し、必要な助言を実施。

② 環境配慮設計の促進
• 資源有効利用・脱炭素化の促進の観点から、特に優れた環境配慮設計

（解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計）の認定制度を創
設。

• 認定製品はその旨の表示、リサイクル設備投資への金融支援など、認定事
業者に対する特例を措置。

③ ＧＸに必要な原材料等の再資源化の促進
• 高い回収目標等を掲げて認定を受けたメーカー等に対し廃棄物処理法の

特例（適正処理の遵守を前提として業許可不要）を講じ、回収・再資源
化のインセンティブを付与。

④ ＣＥ（サーキュラーエコノミー）コマースの促進
• シェアリング等のＣＥコマース事業者の類型を新たに位置づけ、当該事業者

に対し資源の有効利用等の観点から満たすべき基準を設定。

① 一定の排出規模以上の事業者の参加義務づけ
• 二酸化炭素の直接排出量が一定規模（10万トン）以上の事業

者の参加義務化。

② 排出枠の無償割当て（全量無償割当）
• トランジション期にある事業者の状況を踏まえ、業種特性も考慮した

政府指針に基づき排出枠を無償割当。割当てに当たっては、
製造拠点の国外移転リスク、ＧＸ関連の研究開発の実施状況、
設備の新増設・廃止等の事項も一定の範囲で勘案。

• 割り当てられた排出枠を実際の排出量が超過した事業者は排出枠
の調達が必要。排出削減が進み余剰が生まれた事業者は排出枠
の売却・繰越しを可能とする。

③ 排出枠取引市場
• 排出枠取引の円滑化と適正な価格形成のため、ＧＸ推進機構が

排出枠取引市場を運営。
• 金融機関・商社等の制度対象者以外の事業者も一定の基準を満

たせば取引市場への参加を可能とする。

④ 価格安定化措置
• 事業者の投資判断のための予見可能性の向上と国民経済への過

度な影響の防止等のため、排出枠の上下限価格を設定。
• 価格高騰時には、事業者が一定価格を支払うことで償却したもの

とみなす措置を導入。
• 価格低迷時には、ＧＸ推進機構による排出枠の買支え等で対応。

⑤ 移行計画の策定
• 対象事業者に対して、中長期の排出削減目標や、その達成のた

めの取組を記載した計画の策定・提出を求める。

（１）排出量取引制度（ＧＸ推進法）

✓ 2023年度成立の「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」に基づき、我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現と経済
成長の両立（ＧＸ）を実現するための施策として、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化を進めているところ。

✓ 脱炭素成長型の経済構造への円滑な移行を推進するため、（１）排出量取引制度の法定化、（２）資源循環強化のための制度の新設、
（３）化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体化、（４）ＧＸ分野への財政支援の整備を行う。

背景・法律の概要

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び
資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の概要

※脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（ＧＸ推進法）、資源の有効な利用の促進に関する法律（資源法）

• 2028年度より開始する化石燃料賦課金の執行のために必要な支払期限・
滞納処分・国内で使用しない燃料への減免等の技術的事項を整備する。

（３）化石燃料賦課金の徴収（ＧＸ推進法）

• 脱炭素成長型経済構造移行債の発行収入により、戦略税制のうち、ＧＸ
分野の物資に係る税額控除に伴う一般会計の減収補塡をする。

（４）財政支援（ＧＸ推進法）

（２）資源循環の強化（資源法・ＧＸ推進法）

※排出量取引制度を基礎として、2033年度より特定事業者負担金の徴収を開始する。



(2) カーボンプライシング
① 排出量取引制度の本格稼働
＋発電事業者への「有償オークション」

② 化石燃料賦課金

2023

(1) GX経済移行債
償還財源としても活用

投資規模（BAU）

150兆円超のGX投資の実現投資促進 投資促進

時間
軸

金額

（参考）成長志向型カーボンプライシング構想
（１）「GX経済移行債」※を活用した先行投資支援（10年間に20兆円規模）  ※ 2050年度までに償還

 → エネルギーの脱炭素化、産業の構造転換等に資する革新的な研究開発・設備投資等を、複数年度にわたり支援

（２）カーボンプライシングによるGX投資先行インセンティブ 

      ・炭素排出への値付けにより、GX関連製品・事業等の付加価値向上

・直ちに導入するのでなく、GXに取り組む期間を設けた後に、当初低い負担で導入し、徐々に引き上げ

・エネルギーに係る負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入することが基本

   ① 多排出産業等の、企業毎の状況を踏まえた野心的な削減目標に基づく「排出量取引制度」の本格稼働 【2026年度～】

  + 発電事業者に、EU等と同様の「有償オークション」（特定事業者負担金）を段階的に導入 【2033年度～】

 →  電源の脱炭素化を加速

   ② 化石燃料賦課金制度の導入  【2028年度～】

   → 化石燃料ごとのCO2排出量に応じて、輸入事業者等に賦課。

（３） 新たな金融手法の活用 → 官民金融支援の強化、サステナブルファイナンス、トランジションへの国際理解醸成 

⇒ これらの方針を予め示すことで、GX投資を前倒しで取り組むインセンティブを付与する仕組みを創設



（参考）排出量取引制度と化石燃料賦課金

排出量取引制度

化石燃料賦課金

• 化石燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量に応じた金額を賦課するもの。

• 化石燃料の輸入事業者等に支払い義務。転嫁を通じて社会全体で、化石燃料の使用に伴うコストを負担。

特に排出量の多い企業を対象に、効果的かつ費用効率的な排出削減取組を促進

化石燃料の需要家に対して、排出量取引よりも広範に行動変容を促すことが可能。

不足分を調達

排出量排出枠の
割当量

削減

排出量排出枠の
割当量

排出枠

①排出枠の割当て
• 一定の基準に従って政府が排出枠

（排出許可証のようなもの）を割当て。

②排出枠の取引の実施
• 市場を介して実績との

過不足分を融通。

余剰を売却 超過

取引所
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